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略歴

１９７８年３月 慶應大学卒業

１９７８年４月 日本火災海上保険株式会社

（現 損害保険ジャパン株式会社）入社

２０１７年４月 損害保険ジャパン株式会社

「本社お客さま相談室」総括主幹

２０２１年３月 損害保険ジャパン株式会社６５歳定年退職

２０２１年４月 井上久社会保険労務士・行政書士事務所開業、

現在に至る
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はじめに
私は４３年間の会社生活の中で、最後の４年間、

本社お客様相談室の苦情受付係という仕事をさせていただきましたが、

①不当な要求をする契約者や被害者がいる一方、

②保険会社の身勝手かつ硬直的な体質により、

正当な補償を得られず、不合理な目にあい、泣き寝入りをしている

被害者がいることを知りました。

そして、イノキュウが営業、損害サービスの経験を踏まえ確立した

「不合理な目にあっている被害者がとるべき最善策」について、

わかりやすく説明させていただき、一人でも多くの被害者の方に

正当な補償を受ける道筋を知っていただけたらと思っています。

では、よろしくお願いいたします。
4



お客さま相談室とは

・場所は、損保ジャパン本社ビルの３０階

・総勢約５０名

・内受電係は約２０名

・平均年齢は６２歳

・受ける電話⇒直接受電する案件＋全国のコールセンターで途中

から苦情になった案件

・ごくまれに、本社に来訪者あり⇒１Fの応接室で対応
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苦情の受付件数

受電期間 ２０１７年４月１２日（水）～２０２１年３月３１日（水）４年間＝４８か月

受電件数 ３，１４4件（内、人身事故被害者からの苦情１，２６3件４０．２％）

受電時間 ５７，８２９分＝９６４時間＝約４０日

１件当たりの所要時間 約１８分２４分（５７，８２９分÷３，１４４件＝１８分２４秒）

主な内容 苦情の８割は事故、内、８割は自動車事故、

内、８割は事故相手からの苦情、内、８割はけがをした被害者からの苦情

＝８０％×８０％×８０％×８０％＝４０．９６％

全体の約４割は「交通事故でけがをした被害者」からの苦情です。
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イノキュウが心がけていたこと①
（とにかく、耳をすまして、話を聞く）

・とにかく、耳をすませて、話を聞く。

・約１０分間ほど、話をじっと聞き、

落ち着いたところで、

「こういうことですか？」と事実確認をする。

「そうです。」という答えをいただいたらOK、

・そこから、こちらが話をする。（説明に入る。）

7



イノキュウが心がけていたこと②
（フルネームを名乗る）

☆絶対に逃げない⇒冒頭、「本社お客さま相談室
の井上久と申します。」とフルネームを名乗る。
（普通の相談員は名字だけ）
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イノキュウが心がけていたこと③
（直通の電話番号をご案内する）

☆絶対に逃げない（その２）⇒「何かあったら、
電話下さい。」と本社お客さま相談室直通の電話
番号をご案内する。
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イノキュウが心がけていたこと④
（二言はないと明言する）

☆絶対に逃げない（その３）⇒「今、私がご説明
申し上げたことは、警察の方にも、弁護士の方に
も、ご自身の保険会社の担当者の方等、誰に言っ
ていただいても結構です。また、私の電話番号を
ご案内いただいても結構です。」と説明する。
（４年間で、電話があったのは１度だけ）
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イノキュウが心がけていたこと⑤
（できない約束はしない）

☆できない約束はしない。⇒「責任部署の責任あ
る立場の者に伝え、事実確認の上、対応するよう
に指示します。」

（「何時に、電話させます。」等、不確実な約束
は、絶対にしない。）
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イノキュウが心がけていたこと⑥
（当たり前のことを正々堂々と説明する）

☆当たり前のことを説明する⇒「おけがをされた
のであれば、警察に診断書を提出するのは、道路
交通法に定められている国民の義務です。」（損
保ジャパンの契約者が不利になることでも、当た
り前のように、正々堂々と説明する。）
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その後の処理

①記録の作成（約１５分）

②責任部署（主に損害サービスセンター）に送信

③責任部署の責任者（次席者）に電話により対応依頼
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代表的な苦情例①

①担当者の事務的で何の配慮もない言動に納得が
いかない。
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代表的な苦情例②

②担当者から連絡がなく、こちらから連絡しない
と連絡がつかない。
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代表的な苦情例③

③いきなり「支払い非該当」のはがきが送られて
きたが、何のことかわからない。
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代表的な苦情例④

④「３か月経過したから」との理由で、被害者の
状況も確認せず、治療費の支払終了を通告された。
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代表的な苦情例⑤

⑤接骨院での治療を希望したが、「主治医の指示
が必要」との理由で拒否された。
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代表的な苦情例⑥

⑥休業損害につき、「とにかく決まりですから」
と言って、１日５，７００円しか認めてくれない。
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代表的な苦情例⑦

⑦加害者から詫びのひとつもないが、保険会社は
加害者に対して、何も言わないのか。
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苦情の内容

☆苦情発生の主な原因⇒①説明不足

②連絡不十分

③態度・対応

☆特徴的な大きな問題点⇒「損保の常識」と「世間様の常識」

のギャップ（ズレ）
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加害者が負う３つの責任（罰）

①刑事責任（罰） ⇒東名高速のあおり運転等

②行政上の責任（罰）⇒主に運転免許証に対する行政処分

③民事責任（罰） ⇒民法７０９条 不法行為責任による経済的損失の補填

民法７０９条不法行為責任

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を

侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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損害賠償の基本的な考え方①（物損事故）

損害額×責任割合＝損害賠償額

例①（物損事故）

車の修理費 １００万円 加害者の責任割合 ７０％

→損害賠償額＝１００万円×７０％＝７０万円
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損害賠償の基本的な考え方②（人身事故）

損害額×責任割合＝損害賠償額

例②（人身事故における任意保険の支払い）

怪我の治療費 １００万円 加害者の責任割合８０％

→損害賠償額＝１００万円×８０％＝８０万円
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損害賠償の基本的な考え方③（自賠責の特例）

損害額×責任割合＝損害賠償額

怪我の治療費 １００万円 加害者の責任割合８０％

→損害賠償額＝１００万円×１００％＝１００万円

（損害額が１２０万円以下のため、８０％ではなく、

１００％が適用される。）
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自賠責保険の支払い基準

１２０万円を限度として、次の額を支払います。

・治療費 実費

・看護料 入院看護１日につき４，２００円

・通院交通費 実費

・諸雑費 入院１日につき１，１００円

・義肢などの費用 実費

・診断書などの費用 実費

・文書料 交通事故証明書、印鑑証明書等

・休業損害 １日につき ６，１００円または実際の損害発生額

（１９，０００円が限度）

・慰謝料 １日につき ４，３００円
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休業損害・慰謝料
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自賠責保険の補償内容
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自賠内解決とは

対人損害賠償金を自賠責保険のみで賄い、

任意保険の支払いが発生しない示談解決のこと
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対応・支払いに関する判断・決定①

☆事故に対する判断・決定⇒担当保険金サービス課が会社
を代表して、あらゆることに対する判断・決定を行う。

特に民法７０９条の「法律上保護される利益」の範囲に入
るか否かの判断

例 ①整骨院の治療費の支払いの可否の判断

②治療期間⇒症状固定しているか否かの判断

※症状固定→治療効果が期待できない状態

いかがですか→「一進一退です。」「暖かい日は楽なので
すが、寒い日は辛いです。」

③休業損害の発生とその額の妥当性の判断
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対応・支払いに関する判断・決定 ②

☆ただし、

上位部署および本社管理部門は、発生した苦情について、

解決まで、絶えず、注視し、その動向を把握し、管理するこ
ととする。

→とはいうものの責任部署の権限はひじょうに大きい。

→よって、苦情の申し出によって、判断・決定が簡単にくつ
がえることはないと考えるべきと思慮します。
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泣く子も黙る紛争処理センター

☆紛争処理センターとは

交通事故紛争処理センターは、自動車事故にあわれた方が

損害賠償の問題でお困りのときに、「中立公正の立場」で、

迅速に当事者間の紛争解決のお手伝いをする公益財団法人で
す。
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☆なぜ、泣く子も黙るのか？

☆なぜ、泣く子も黙るのか？
１９７４年（昭和４９年）３月に損害保険会社各社は、
家庭用自動車保険（示談交渉サービス付きの自動車保険）の
販売を開始。
⇒このことに対し、弁護士会から非弁行為ではないかとの指摘
を受ける。

⇒その対応策の一つとして、全国に交通事故紛争処理センター
を設置し、弁護士を常駐させることにした。
（運営費用は、損害保険協会加盟各社が負担）
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☆非弁行為とは

☆非弁行為とは
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、
非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に
対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、
仲裁、若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、
この限りでない。」
（弁護士法７２条抜粋）と法律で定められています。
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☆紛争処理センターの行う業務

☆紛争処理センターの行う業務

無料で、弁護士による次の業務を行います。

①法律相談②和解あっ旋③審査会による審査
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☆相談に必要な資料等（人身事故の場合）

☆相談に必要な資料等（人身事故の場合）
①交通事故証明書
②事故発生状況報告書
③相手方の確認について→加害者の加入している保険会社等
④保険会社等の賠償金提示明細書など
⑤診断書・診療報酬明細書・通院交通費明細書・休業損害明細書
⇒保険会社での支払に必要な書類と同じ
⇒担当者からもらえれば簡単
⇒逆に被害者が独自に揃えるには、相当な労力と費用がかかる。
⇒賢い被害者の話法

41



慰謝料の自賠責基準と弁護士基準①

例①入院３か月＋通院３か月＝合計６か月の比較

１．自賠責基準（保険会社の提示額）

４，３００円×３０日×６か月＝７７４，０００円（最大）

２．弁護士基準（紛争処理センターの算定額）

１，８８０，０００円（入通院慰謝料 別表Ⅰ参照）

１，８８０，０００円÷７５６，０００円＝２．４９倍
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慰謝料の自賠責基準と弁護士基準②
例② 入院６か月＋通院３か月＝合計６か月の比較

１．自賠責基準（保険会社の提示額）

４，３００円×３０日×９か月＝１，１６１，０００円（最大）

２．弁護士基準（紛争処理センターの算定額）

２，６７０，０００円（入通院慰謝料 別表Ⅰ参照）

２，６７０，０００円÷１，１３４，０００円＝２．３５倍
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慰謝料の自賠責基準と弁護士基準③

注：弁護士基準については

☆傷害の部位、程度によっては、別表Ⅰの金額を２０％～３
０％程度増額する。

（２．４９倍×１３０％＝３．２４倍）

☆むち打ち症で他覚症状のない場合は別表Ⅱを使用する。

この場合、慰謝料算定のための

通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の３倍程
度を目安とする。
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